
労働保険料・一般拠出金納入証明交付申請書の申請方法について 

 

下記注意事項等に留意のうえ、「労働保険料・一般拠出金納入証明交付申請書」を作成し、神

奈川労働局総務部労働保険徴収課（以下「労働局」）又は管下労働基準監督署(※注意事項２)へ提出

して下さい。  

  

※ 注意事項等  
１  労働保険料等の納付状況について、入札参加資格等により必要とする場合には、「納入証明

申請書」をご提出（原則郵送）いただくことにより納入証明（「未納なし」の証明）を行って

おります。なお、郵送または労働基準監督署へ提出の場合には、切手を貼った返信用封筒を

同封してください。 

２  納入証明申請書は、神奈川労働局総務部労働保険徴収課のほか、管下労働基準監督署でも

受付していますが、納入証明書の交付は労働局のみで行っています（労働基準監督署では証

明書を交付することができないため、労働基準監督署で受付した申請書は回送され、労働局

で交付しています）ので、なるべく労働局へご提出（原則郵送）して下さい。  
    なお、証明書は申請書受付順に交付していますが、納付状況を確認するオンラインシステ 

ムの稼働状況等により交付までに時間を要する場合があります。来庁のうえ申請されまして

も、即日交付することができない場合があります。また、申請書の記載事項に不備がある際

には、申請書を返戻させていただく場合がありますので、申請にあたっては日数・時間に余

裕をもって手続きをしてください。 

３  複数の保険関係が成立している事業場（労災保険と雇用保険を別々に加入する建設業等）

につきましては、全ての保険関係に滞納がない場合に限り、納入証明書を交付しています。 

４  金融機関を通じて納付した場合には、当局にて納付の確認ができるまで二週間程度を要す

る場合がありますので、法定納期直後など納付後二週間程度の時期に申請する場合には、申

告書(控)写し、領収済通知書写しを申請書に添付してください。  
５  口座振替納付の承認を受けている事業場につきましては、法定納期から振替期日までの間

に交付する証明書には「振替期日に残高不足等により振替不能となった場合、法定納期に遡

って未納となるため、証明は無効とする」旨を付記した証明となります。 また振替期日後に

当局にて納付の確認ができるまで二週間程度を要する場合があり、当局にて納付の確認がで

きるまでの間に交付する証明書には、同様に「振替期日に残高不足等により振替不能となっ

た場合、法定納期に遡って未納となるため、証明は無効とする」旨を付記した証明となりま

すので、予め御了承ください。 

６  事業主以外の方が来庁の上、納入証明書の交付を希望される場合は、名刺等で所属を確認

させていただきます。代理人の方が申請を行う場合には、代表者印の押印がある委任状（コ

ピー不可）の添付が必要になりますので、予めご了承ください。 
７  証明書は、納付額を証明するものではなく、未納がないことを証明するものとなっていま

す。納付済額の証明を要する場合等につきましては、労働局へ直接ご相談ください。  
８  他の都道府県労働局にかかる労働保険番号（他県の労働保険事務組合へ事務委託している

場合を含む）につきましては、当局では証明することができませんので、その場合の申請方

法等については各都道府県労働局へ直接お問い合わせください。  
  

      神奈川労働局 総務部 労働保険徴収課  

      〒231-0015 横浜市中区尾上町 5－77－2 大和地所馬車道ビル９階  

      ℡ ０４５（６５０）２８６３   


